
 

 

 

障害年金は病気やケガによって生活や仕事などが制限され、収入が減ってしま

った人々の生活を保障するものです。一般的に障害というと身体障害を想像さ

れるかと思いますが、うつ病などの精神疾患でも受給できる場合があります。ま

ずは一度ご相談ください。 

 

 

特定社会保険労務士 大井 寛隆 

 

 

よくあるご質問 

 

・ 自分は障害年金がもらえるの？ 

 

・ 自分の場合初診日はいつになるの？ 

 

・ 障害年金を請求するのに必要な書類は？ 

 

その他何でもお気軽にご相談ください。 

日時 2022 年 12 月 13 日（火） 

   14 時～17 時（予約優先） 

場所 イズミヤ枚方店  

   枚方市禁野本町 1-871 

   1 階 レンタルスペース 



 

 

※ 枚方市近隣の社会保険労務士事務所合同での開催となります。 

  複数名の社会保険労務士が常駐しており、中には労働問題に強い社会保険

労務士もいます。 

  「有給休暇について教えて欲しい」、「パワハラを受けているがどうしたらい

い」など障害年金以外の労働問題にも対応可能となっていますのでお買い

物のついでにお気軽にお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

大井社会保険労務士事務所 

電話 080-4649-2551 

メール sr-ooi@lapis.plala.or.jp 
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